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第１章 策定の背景 

 

１．経営戦略の趣旨 

 本町の水道は、創設以来、市政の進展による給水区域の拡大や高度経済成長期の急速な水需要

増加などに対応するため、計画的な整備を進めてきており、現在ではほぼ100％を達成している。 

 しかし、近年人口減少が続き、水需要低下による収入も減少傾向にある中で、これまで整備し

てきた施設の老朽化への対応が必要となり、経営状況は厳しくなることが予想される。 

 このような状況に対し、持続的に水道事業を経営していくために、今後の取組みを示し実現可

能な財政計画を策定することを目的として、「池田町水道事業経営戦略」を策定する。 

 

２．計画期間 

 計画期間は平成29年度から平成38年度の10年間とする。 



第２章 事業概要 

 

１．事業の概要 

（１）給水 

 当町の水道事業は、町の主な居住区域が周囲を山で囲まれた海抜 150～250mに広がる谷間に集

落を形成しており、ここに古くから水道事業を経営している（表 1-1池田町水道事業のあゆみ参

照）。あゆみでは、昭和 26年以降から施設が存在したことが伺え、町制施行（昭和 30年 3月 31

日町制施行）前の昭和 27年に農山漁村を対象に創設した「簡易水道事業 国庫補助制度」を活用

し、集落ごとに簡易水道事業を創設させたと思われる。その後、施設の老朽化や生活水準の向上

から水需要が高まったこと、また水源の水量不足、濁水を解消するために町内簡易水道等事業を

統合しながら問題の解消を図ってきた。 

現在は、町営で５地区簡易水道事業と１地区飲料水供給施設を経営し、集落営では飲料水供給

２施設が存在している。 

 平成30年4月には町営の５簡易水道を統合し、事業の効率化を図りながら事業を進めている。 

大本地区飲料水供給事業また区営の２飲料水供給事業は、足羽川ダム建設計画により廃止予定で

ある。 

  また、現在の町営水道は全て料金が統一化されており、会計も簡易水道特別会計として一本

化されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足羽川ダム建設予定地 



表―１ 池田町水道事業のあゆみ 

 

１）創設認可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）変更認可 

簡易水道名 備　　考

1昭和 年 月 日 柿ヶ原（飲供） 80人 12.0 m3/日 S26.6竣工、組合

2 年 月 日 上小畑（飲供） 85人 13.0 m3/日 S28.3竣工、組合

3 年 月 日 上千代谷（飲供） 70人 10.5 m3/日 S28.5竣工、組合

4 年 月 日 藪田 不明 人 不明 m3/日

5 28年 1月 22日 上荒谷 不明 人 不明 m3/日

6 28年 10月 19日 常安 不明 人 不明 m3/日

7 年 月 日 広瀬（飲供） 100人 15.0 m3/日

8 30年 2月 12日 谷口 500人 75.0 m3/日

9 30年 月 日 金山 200人 30.0 m3/日 組合

10 30年 12月 1日 白粟 200人 30.0 m3/日 組合

11 31年 2月 14日 板垣 200人 30.0 m3/日

12 年 月 日 持越（飲供） 95人 14.3 m3/日 S35.10竣工、組合

13 年 月 日 下千代谷（飲供） 70人 10.5 m3/日 S34.11竣工、組合

14 34年 11月 27日 志津原 200人 30.0 m3/日

15 34年 1月 26日 寺島 不明 人 不明 m3/日

16 36年 7月 31日 角間 不明 人 不明 m3/日

17 36年 7月 31日 清水谷 330人 50.0 m3/日

18 36年 7月 31日 東俣 600人 90.0 m3/日

19 41年 4月 27日 山田 300人 不明 m3/日

20 56年 7月 27日 中 1,800人 778.9 m3/日

21 59年 9月 26日 魚見 215人 81.0 m3/日

22 62年 9月 24日 東部 940人 417.9 m3/日

23平成 10年 9月 30日 下 357人 180.0 m3/日

24 10年 4月 日 大本（飲供） 53人 41.0 m3/日 H12.3竣工

25 16年 1月 23日 松ヶ谷（飲供） 75人 40.2 m3/日 届出　H17.3竣工

26 19年 4月 27日 下池田 170人 68.7 m3/日

許可日 計画給水人口 一日最大給水量

簡易水道名 変更認可要件

1昭和 58年 5月 25日 角間 710人 150.0 m3/日 区域拡張（東俣を角間に編入）

2 58年 11月 1日 水海 670人 － m3/日 水源種別、取水地点変更

3平成 8年 3月 29日 中 2,840人 1,390.0 m3/日 区域拡張（東部編入）

4 12年 10月 4日 角間 - 人 348.0 m3/日
菅生地区を編入
取水地点の変更・浄水方法の変更
（角間３号井）

一日最大給水量許可日 計画給水人口



（２）施設 

 

1）取水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1魚見 魚見 魚見水源 浅井戸 81.0 81.0 塩素滅菌のみ

2角間 第１取水井（菅生） 浅井戸 15.0

第２取水井（角間） 浅井戸 60.0

第３取水井（角間） 浅井戸 133.0

第１取水井（東俣） 浅井戸 72.0

第２取水井（東俣） 浅井戸 81.0

3中 大黒谷水源（第1） 表流水 1,000.0

子造谷水源（第2） 表流水 420.0

東部 東部水源（第1～第3） 湧水 100.0 100.0 塩素滅菌のみ

4下 下 第１水源 浅井戸 198.0 198.0
除マンガン
塩素滅菌

5下池田 松ヶ谷・小畑 松ヶ谷取水井 深井戸 44.0
ヒ素除去

除鉄･除ﾏﾝｶ゙ﾝ
塩素滅菌

白粟・松ヶ谷 白粟取水堰 湧水 28.5
紫外線処理
塩素滅菌

飲供 1大本 大本 大本水源 浅井戸 41.0 41.0 塩素滅菌のみ

計 2,273.5 2,273.5

除鉄(3号井)
塩素滅菌

塩素滅菌のみ

急速ろ過
塩素滅菌

事　　業　　名 取水量合計

（m3/日）

既認可
計画取水量
（m3/日）

水源 水源種別
地区名

既認可計画

浄水方法

簡
易
水
道
事
業

72.5

153.0

208.0

1,420.0

菅生・角間

東俣

中



２-１-２．水道施設状況 

水道事業別に水道施設の状況をフロー図（図 2-2～9参照）に示す（平成 28年度末状

況）。 

【魚見地区簡易水道】 整備：昭和59～61年度 

 

 

取水施設（地下水）
浅井戸：1本

魚見配水池
V=55.0ｍ3

【魚見配水エリア】
魚見地区

塩素注入

 
 

 

 

 

 

【角間地区簡易水道】 整備：平成12～13年度(東俣) 

 

 

 

取水施設（地下水）
浅井戸：2本

【東俣浄水施設】

ポンプ井　　Ｐ

東俣配水池
V=105ｍ3

【東俣配水エリア】
東俣、新保地区

塩素注入

 

 

施設能力：Q=81ｍ3/日 
浄水方法：塩素滅菌のみ 

図2-2 魚見地区簡易水道施設フロー図 

<東俣水道施設> 

施設能力：Q=153ｍ3/日 
浄水方法：塩素滅菌のみ 

図2-3 角間地区簡易水道施設（東俣水道施設）フロー図 



整備：昭和57～58年度(角間・菅生) 

       平成14年度（角間浄水 除鉄） 

 

取水施設（地下水）
浅井戸：1本（3号井）

【角間浄水施設】

除鉄装置 ポンプ井
P

角間配水池
V=70ｍ3

【角間配水エリア】

塩素注入

角間配水池
V=125ｍ3

取水施設（地下水）

浅井戸：2本井

P

 

 

 

【中地区簡易水道】整備：昭和56～59年度（中）、昭和62～平成元年度(東部) 

平成8～平成12年度(東部編入、中浄水場 急ろ過) 

 

取水施設（表流水）
大黒谷，子造谷
（２水源）

【中 浄水施設】

原水
ポンプ井

前処理
ろ過機

高区配水池
V=211ｍ3

（41ｍ3＋170ｍ3）

【高区配水エリア】
志津原

土合皿尾地区

後塩

ろ過
ポンプ井

急速
ろ過機

低区配水池
　V=260ｍ3 Ｐ

低区配水池
V=342ｍ3

【低区配水エリア】

Ｐ

市配水池
V=169.5ｍ3

（58.5ｍ3＋111ｍ3）

【市配水エリア】
市（一部）、上荒谷、

板垣地区

取水施設（湧水）
３水源

東部配水池
V=216ｍ3

塩素注入

【東部配水エリア】
水海、宮谷地区など

Ｐ

前塩

苛性
ｿー ﾀ゙

PAC

中塩

<旧中地区水道施設> 

施設能力：Q=1,290ｍ3/日 
浄水方法：急速ろ過，塩素滅菌 

図2-5 中地区簡易水道施設フロー図 

<角間水道施設> 

施設能力：Q=195ｍ3/日 
浄水方法：除鉄、塩素滅菌 

図2-4 角間地区簡易水道施設（角間水道施設）フロー図 

<旧東部地区水道施設> 

施設能力：Q=100ｍ3/日 
浄水方法：塩素滅菌のみ 



 

【下地区簡易水道】整備：平成10～12年度 

 

取水施設（地下水）
浅井戸：1本

【下浄水施設】

除ﾏﾝｶ゙ﾝ
装置

浄水池　　Ｐ

下配水池
V=130ｍ3

【下配水エリア】
清水谷、柿ヶ原、
持越、野尻地区

後塩前塩

 

 

 

 

 

【下池田地区簡易水道】 整備：平成15年度 (松ヶ谷) 

                

 

 

 

取水施設（地下水）
深井戸：1本

【松ヶ谷浄水施設】

原水槽 前処理機

松ヶ谷配水池
V=55ｍ3

【松ヶ谷配水エリア】
松ヶ谷地区（一部）
＋小畑地区

後塩

ポンプ井
除ﾏﾝｶ゙ﾝ
装置

浄水池 Ｐ

前塩 PACpH調整

※現在、松ヶ谷浄水場周辺の２戸へ配水しているのみ 

 

施設能力：Q=180ｍ3/日 
浄水方法：除マンガン、塩素滅菌 

図2-6 下地区簡易水道施設フロー図 

<松ヶ谷水道施設> 

施設能力：Q=40.2ｍ3/日 
浄水方法：ヒ素除去 

除鉄･除ﾏﾝｶ゙ﾝ、塩素滅菌 

図2-7 下池田地区簡易水道施設（松ヶ谷水道施設）フロー図 



【下池田地区簡易水道】 整備：平成19年度 (白粟) 

                

 

取水施設（湧水）
白粟水源

【白粟浄水施設】

UV照射
白粟配水池
V=60ｍ3

【白粟配水エリア】
白粟地区

＋松ヶ谷地区（一部）

塩素注入

【白粟導水施設】

沈砂池 ポンプ井 Ｐ

 

 

 

 

 

【大本地区飲料水供給施設】 整備：平成10年度 

 

 

取水施設（地下水）
浅井戸：1本

大本配水池
V=55.0ｍ3

【大本配水エリア】
大本地区

塩素注入

 

※足羽川ダム計画により廃止予定 

 

 

 

施設能力：Q=41ｍ3/日 
浄水方法：塩素滅菌のみ 

図2-9 大本地区飲料水供給施設フロー図 

<白粟水道施設> 

施設能力：Q=28.5ｍ3/日 
浄水方法：紫外線処理、塩素滅菌 

図2-8 下池田地区簡易水道施設（白粟水道施設）フロー図 



（３）料金 

水道料金は給水条例に定める基本料金、付加料金の合計金額に消費税相当額を加えた額と定

めている。 

料金は２ヶ月ごとに徴収している。 

別表第２（第27条関係） 

料金

施設名 

基本料金（月額） 付加料金（月額） 

魚見地区簡易水道 口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

角間地区簡易水道 口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

中地区簡易水道 口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

下地区簡易水道 口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

下池田地区簡易水

道 

口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

大本地区飲料水供

給施設 

口径13mm 15m3当たり 1,350円 1m3増すごとに 100円 

口径20mm以上30m3当たり 2,700円 1m3増すごとに 120円 

 

［池田町簡易水道給水条例（平成26年４月１日施行）より」 

 



（４）組織  

 平成30年3月現在の水道事業の組織体制を以下に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業振興課 課長 

産業振興課 参事 

総務課 課長 

（水道技術管理者） 

産業振興課 主幹 

産業振興課 技師 



２．現在の経営状況 

（１）給水収益 

 給水収益（水道料金）は給水人口の減少に伴い、給水収益も減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（２）歳入の現状 

 平成28年度の歳出は、86,686千円で、一般会計繰入金が最も多く56％（48,700千円／年）を

占める。料金収入は36,594千円／年で43％の割合である。 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

現年度使用料 36,687,015 37,439,906 37,382,462 36,953,526

現在給水人口 2,686 2,636 2,621 2,486

2,350

2,400

2,450

2,500

2,550

2,600

2,650

2,700

2,750

36,200

36,400

36,600

36,800

37,000

37,200

37,400

37,600

給水収益の推移(千円) (人)



（３）歳出の現状 

 平成28年度の歳出は、86，551千円で、起債償還金の割合が最も多く41％を占める。年間35,238

千円を支出している。続いて委託費（設計・工事）で約20％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公債（起債）残高の推移 

 これまでに発行した公債の残高は年々減少傾向を示し、平成50年度には全て償還する。元利償

還金は現在約35,000千円/年を支出している。 
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（５）経営分析表を活用した現状分析 

 次頁に経営比較分析表を示す。 



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成28年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

現在、池田町では５地区簡易水道事業、１地区飲料
水供給事業が運営されている。
①「収益的収支比率」を見ると単年度の収支は赤字

－

- 該当数値なし 93.37 1,998 2,521 31.24 80.70 【】

194.65 13.94 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D3 非設置 2,714

経営比較分析表（平成28年度決算）
福井県　池田町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

①収益的収支比率(％) ②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)
【76.78】 【1,280.76】 ①「収益的収支比率」を見ると単年度の収支は赤字

であり、5年間で9%ほど数字の上昇がみられるが、
これは平成19年度の下池田地区(白粟)水道施設の整
備後大規模な施設改良を行っていないため、地方債
償還金の額が減少したためであり、④企業債残高対
給水収益比率の数値の降下についても同様である。
⑤「料金回収率」は約50％であり、地方債償還を一
般会計繰入金で賄っている状況である。
平成26年には厳冬のため凍結漏水が多発し一時的に
上昇した有収水量であるが、使用者減少により減少
傾向にある。しかしながら配水量は年々上昇してお
り、各所の配水管が老朽化したことによる恒常的な
漏水が発生していると考えられる。
⑥給水原価については類似団体に比べ低い数値と
なっているが、使用者減少による有収水量の減少、
老朽管更新の費用増加も今後見込まれるため、経費
削減を進めるために効率の良い水道システムの再構
築のため5地区ある水道の統合を予定している。な
お、1地区ある飲料水供給事業については足羽川ダ
ム建設のため住民移転後の廃止が予定されている。
⑦施設利用率の数値の上昇、⑧有収率の下降につい
ても漏水による配水量の増大が影響していると考え
られ、老朽管の更新等による漏水対策が急務であ

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」
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当該値 1,311.68 1,253.86 1,147.84 1,072.72 1,011.49

平均値 1,108.26 1,113.76 1,125.69 1,134.67 1,144.79

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

【76.78】 【1,280.76】

【74.94】【56.28】【314.83】【53.06】

該当数値なし 該当数値なし

2. 老朽化の状況について

池田町水道事業の整備は、昭和56年度から平成元年
度にかけての第1期、平成8年度から平成19年度まで
の第2期に大きく分けられる。法定耐用年数を基準
に、耐用年数までを健全資産、耐用年数の1.2倍以
上を老朽化資産として区分すると、現在構造物及び
設備の健全資産は約6割、老朽化資産は約1割。管路
では現在健全資産が約5割である。また、管路につ
いては塩化ビニル管を採用しているため耐震化率0%
となっている。このため、簡易水道等施設整備費国
庫補助（生活基盤近代化事業）を活用し、平成31年
度より老朽管を耐震性のある管種で更新することで
耐震性を向上、また9つある施設については、4施設
に統廃合を実施し、施設維持管理費の低減を図ると
ともに耐震化を更新することとしている。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

られ、老朽管の更新等による漏水対策が急務であ
る。
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【74.94】【56.28】【314.83】【53.06】

※　平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

使用者減少により有収水量は減少傾向にあるが、配
水量は上昇傾向にあり、老朽化による恒常的な漏水
が発生していると考えられ、老朽管の更新等による
漏水対策が急務となっている。耐用年数までの健全
資産は構造物及び設備で約6割、管路ではおよそ5割
となっており、また管路については耐震化率0%であ
る。
町内にある5地区簡易水道事業1地区飲料水供給事業
の施設を統廃合し効率のよい水道システムの再構築
による経費の削減を進め、水源を地下水とすること
で安定供給と水質の向上を目指し、老朽化した施設
や管路を計画的に更新するなかで耐震化を図るた
め、平成28年度から29年度にかけて基本計画の見直
しを実施している。抜本的な解決に向けた取り組み
にあわせ、効率性の向上と経営の安定化を図るため
施設運営に影響のある大規模漏水への対策を適宜実
施している。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)
【0.59】

該当数値なし 該当数値なし

※　平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。



３．これまでの主な経営健全化の取組み 

（１）統合 

町内の５簡易水道事業を１簡易水道事業に統合する事業を進めている。 

平成30年7月給水開始予定。 

 

（２）効率化 

 漏水調査を行い、漏水箇所を修繕するなど有効率の向上を図っている。 

 

（３）基本計画（ビジョン）の策定 

 平成20年度に池田町基本計画（ビジョン）を策定、平成28年度に基本計画の見直しを行

い、池田町水道事業の現状分析・評価及び課題に対する対応策を検討し、水道事業の安定供

給と経営の効率化に努めている。 

 

 



第３章 将来の事業環境 

 

１．給水人口の予測 

  本計画では、過去１０ヶ年の行政区域内人口実績値をもとに時系列傾向分析を行い、推計を

おこなった結果、時系列傾向分析結果では、平成38年度には1865人まで減少する（補正前）。 

上位計画の平成２８年 福井県池田町人口ビジョンでは、安心して豊かで幸せに暮らせる地

域になるためには、「人口の損益分岐点 2,000人」で、2040年（平成 52）2,200人、2060年

（平成72年）2,000人にとどめることを目標としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成28年 福井県人口ビジョンより） 

このため、本計画の行政区域内人口は上位計画である池田町人口ビジョンと整合を図り、平

成32年度（2020年）に2,655人、平成37年度（2025年）2,492人に補正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H37 H32 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

行政区域内人口(補正前) （人） 3,436 3,353 3,300 3,222 3,148 3,060 2,961 2,852 2,768 2,700 2,619 2,535 2,451 2,368 2,284 2,200 2,116 2,032 1,948 1,865

行政区域内人口(補正後) （人） 3,436 3,353 3,300 3,222 3,148 3,060 2,961 2,852 2,768 2,700 2,689 2,661 2,632 2,655 2,622 2,590 2,557 2,525 2,492 2,470
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２．水需要の予測 

有収水量は、各地区の過去10年の一人一日平均使用水量実績値をもとに時系列傾向分析により

今後の推移を設定し、給水人口を乗じて予測した。 

一人一日平均使用水量は増加傾向にあり、町の有収水量推計値も増加傾向となる。有収水量の

増加傾向は、給水人口を補正したためで、補正しない場合は、有収水量は減少傾向となる（下段）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 正 後 

補 正 前 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量（ｍ3/日） 825 785 792 872 847 854 828 804 813 780 809 811 821 839 846 845 852 849 855 862

一人一日平均使用水量

(L/人/日)
267.2 256.1 260.5 305.3 297.7 310.4 308.3 305.0 310.2 314 320 324 328 331 335 338 341 344 347 349
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量（ｍ3/日） 825 785 792 872 847 854 828 804 813 780 787 773 765 747 738 718 705 684 669 651

一人一日平均使用水量

(L/人/日)
267.2 256.1 260.5 305.3 297.7 310.4 308.3 305.0 310.2 314 320 324 328 331 335 338 341 344 347 349
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３．料金収入の見通し 

 料金収入と有収水量の推移を下記に示す。有収水量、料金収入ともに横ばいの傾向がみられる。

給水人口を補正した計画値の場合、有収水量、料金収入とも今後は微増すると考えられる。しか

し、人口減少が続けば有収水量、料金収入も減少する（下段）。 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 正 後 

補 正 前 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量（m3/年） 302,220 293,460 296,745 284,700 295,285 296,015 299,665 306,235 308,790 308,425 310,980 309,885 312,075 314,630

料金収入（千円/年） 36,687 37,440 37,382 37,000 37,932 37,527 37,947 38,601 38,878 38,846 39,123 38,994 39,241 39,518
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量（m3/年） 302,220 293,460 296,745 284,700 287,255 282,145 279,225 272,655 269,370 262,070 257,325 249,660 244,185 237,615

料金収入（千円/年） 36,687 37,440 37,382 37,000 36,900 35,769 35,359 34,368 33,915 33,008 32,373 31,416 30,704 29,845
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４．施設の見通し 

（１）資産の状況 

１、事業年度、建設改良費 

昭和56年度からの町水道事業建設改良は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町水道事業の整備は、大きくわけて２回の投資の波があることがわかる。 

第１期（昭和56年度～平成元年度）：中地区、東部地区、菅生・角間地区、魚見地区 

第２期（平成8年度～平成19年度）：中地区、下地区、東俣地区、松ヶ谷、大本地区 

                 白粟地区 

昭和56年度からの総事業費は、約3,600百円（実質ベース）である。 

これら資産の更新需要を次に算出する。 
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（２）今後の更新需要 

 これまで整備してきた水道施設は老朽化し、今後も随時更新が必要となる。将来の更新需要を

以下に示す。なお施設の更新年数は、法定耐用年数から建築 50年、土木 60年、電気・機械 15

年、井戸10年、管路25年と設定した。 

（現在管路の耐用年数は40年であるが、平成12年以前は25年であったため25年と設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、直近の2018～2022年の更新需要が多いことが分る。 

また、電気、機械は耐用年数が15年と短いため、15年毎に更新需要が訪れる。 

昭和 56年（1981年）に建設された土木施設（配水池等）は、耐用年数 60年とした場合、2041

年頃から更新需要が発生するが、耐震性や維持管理性を考慮し、更新時期を検討する必要がある。 

また、土木施設の更新需要は高まるまでに、耐用年数が短い、電気・機械設備、管路の更新を進

め、更新需要の平準化を図ることも重要である。 



５．組織の見直し  

平成30年4月以降より下記体制の予定である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業振興課 課長 

（水道技術管理者） 

産業振興課 参事 

産業振興課 主幹 

産業振興課 技師 



第４章 経営の基本方針 

 

◇基本理念 

池田町においても、人口の減少、施設の老朽化および耐震化が課題となっている。また、安全・

快適な水の供給や災害時にも安定的な給水を行う「施設水準の向上等に向けた取組」が求められ

ている。今後の事業経営は一段と厳しいものになる。このような状況の中で、将来にわたって安

全な水を安定して供給し続けるため、水道ビジョンで掲げる『自然の恵み“水”をいつまでもお

いしく』を基本理念とする。 

 施設が老朽化していく中、漏水による有効率向上のために、今後10年間は管路の更新を重点的

に実施する。主な事業を下記に示す。 

  

◇計画期間内（平成38年度まで）の主な事業 

①経営基盤の強化・・・・・・町内に５簡易水道を町内１簡易水道へ統合。 

②管路の更新  ・・・・・・漏水の多い地区の老朽管、経年管を耐震性を有する管に更新。 

 ③監視体制の強化・・・・・・陳腐化した遠方監視設備の更新を図り、施設状況や異常時警 

報を常に監視し、異常時の対応を迅速に行う。 

 

 



第５章 投資・財政計画（収支計画）  

 

１．収支計画 

 次頁に収支計画表を示す。 
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２．投資・財政計画の内容説明 

計画期間内の予定建設事業費を以下に示す。 
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（１）投資 

 漏水事故が多く緊急性の高い老朽管の更新・耐震化と陳腐化した遠方監視システムの更新を行

う計画である。管路更新工事を81,000千円～199,500千円／年予定している。 

   

（２）財源  

 現在、水道事業を行っていく上での主な財源は、前述のとおり料金収入と一般会計繰入金であ

る。現在は、主だった事業を行っていないため、補助金、起債の借り入れはない状況である。 

 管路更新事業の財源は、主に国庫補助金を１／３、過疎債１／３、水道債１／３、を予定して

おり、不足分は一般会計からの繰入金で補う計画である。 

各年度の事業費、財源内訳は、添付の事業年次計画を参照。 

 

◇補助金 

 平成３１年度より、厚労省 簡易水道等国庫補助金 生活基盤施設耐震化交付金（生活基盤近

代化事業 基幹改良）の採択に向け計画を進めている。 

 

（３）起債 

 管路更新事業には、過疎債、水道債の充当を予定している。今後の元利償還金の推移を下記グ

ラフに表す。平成３９年度が最大となり、それ以降は既往分が減少していくので償還金は約3,000

千円で推移する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（元金５年据え置き 金利0.5％ 30年返済とした場合） 
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（４）施設管理費 

大本地区飲料水供給事業が足羽ダム計画により、平成３０年度中に廃止される予定で、大本施

設の管理費が削減される。また、管路更新により有効率が向上し施設の電気料の削減が期待でき

る。本来であれば、薬品費の削減も期待できるが、施設管理委託の中に薬品費も含まれているた

め、試算ができない。今後、大本施設の減少、有効率に伴う薬品費の減少等について、委託内容

及び委託費の交渉をしていくことも必要である。 

下図に平成28年度とH38年度の歳入、歳出の比較グラフをします。 
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３．今後の取組み 

 今後も更なる健全な事業経営を行っていく上で、以下の取組みによる改善策が考えられる。 

 

◇水道料金の改定 

計画期間内は現行の料金で事業運営が可能であるため見直しは行わない。しかし、平成３９年

度より第２期事業（施設の更新）を計画しているため、経営状況に応じて適正な水道料金を検討

していく。 

 

◇コスト削減 

今後増加していく老朽化施設の更新工事による支出に対して、他公共事業との同時施工や、最

新技術の採用等によりコスト削減を図る。 

 

◇組織・人員 

 適正な人員の確保と世代交代の伴い正確な技術継承及び研修による技術力の向上を行う。 

 

◇広域化 

 隣接する市町の状況を踏まえ、広域化の可能性や連携強化について検討していく。 

 



第６章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

  

今後は本計画で策定した取組みに対する進捗状況や資金管理の乖離状況を見直す。計画との乖

離が著しい場合は要因を調査し対策を講じることで、経営戦略の精度向上を図る。 

 今後も安全な水を安定して供給できるよう、事業の改善に努めていく。 



第７章 経営戦略（総務省ひな形様式） 

  

次項に添付する。 

 

 



平成 30 年 3 月

平成 29 年度 平成 38

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千 ／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

（２）

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

池田町

池田町簡易水道事業

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 2,229  ／日

これまでの主な経営健全化の取組

平成21年度：基本計画（水道ビジョン）の策定
平成28年度：基本計画の見直し
平成29年度：町内５簡易水道事業の統合準備（平成30年度　町内１簡易水道事業に統合予定）

H28経営比較分析表参照

　年 月 日

計 画 期 間 ：

11

～

管 路 延 長

水 源

　年 月 日 計 画 給 水 人 口

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別添１－２

池田町簡易水道事業経営戦略

事業の現況

※現行の料金体系は口径別料金制を採用しており、基本料金と付加料金からなる２部料金制としている。
　２か月ごとに料金を徴収している。

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会
の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実施
する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

61

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

施 設 利 用 率 56

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

8

※当町では、５名体制で水道事業に関する事務手続き及び施設運転管理等をおこなっている。
年齢構成は、50歳以上が2名、30～50歳未満が2名、25～30歳が1名となっている。

0.099

供 用 開 始 年 月 日 4,214

現 在 給 水 人 口 2,483
法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

非適用

産業振興課 課長１名 同 参事 １名 同 主幹 １名 同 技師 １名

総務課 課長１名（水道技術管理

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

（大本は除く）



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

給水人口の予測

有収水量は、各地区の過去10年の一人一日平均使用水量実績値をもとに時系列傾向分析により今後の推移を設定し、先に設定した給水人口を乗じて予測した。
一人一日平均使用水量は増加傾向にあり、町の有収水量推計値も増加傾向となる。これは、給水人口を補正したためで、補正しない場合は、有収水量は減少傾向とな
る。

料金収入の見通し

有収水量と同様に増加傾向となるが、給水人口を補正しない場合、減少傾向となる。

※現在、水道技術管理者は総務課長であるが、緊急時の体制を考え水道施設を運転管理している産業振興課内に配置する予定。

水需要の予測

施設の見通し

本計画では、過去１０ヶ年の行政区域内人口実績値をもとに時系列傾向分析を行い、推計をおこなった結果、時系列傾向分析結果では、平成38年度には1865人まで
減少する（補正前）。
上位計画の平成２８年　福井県池田町人口ビジョンでは、安心して豊かで幸せに暮らせる地域になるためには、「人口の損益分岐点　2,000人」で、2040年（平成52）
2,200人、2060年（平成72年）2,000人にとどめることを目標としている。
このため、本計画の行政区域内人口は上位計画である池田町人口ビジョンと整合を図り、平成32年度（2020年）に2,655人、平成37年度（2025年）2,492人に補正する。
給水人口は、給水区域内人口に負荷率が乗じて算出する。負荷率は、H28年度実績値から徐々に増加させH38年度に100%になるように設定した。

組織の見通し

池田町水道事業の施設整備は大きくわけて
第１期（昭和56年度～平成元年度）：中地区、東部地区、菅生・角間地区、魚見地区
第２期（平成8年度～平成19年度）：中地区、下地区、東俣地区、松ヶ谷、大本地区、白粟地区
に整備されている。
昭和56年に整備された施設は、37年が経過し老朽化してきており施設の更新が必要となってきている。
特に耐用年数の短い、機械・電気設備及び配管（塩ビ）は、更新時期を迎えている。
また、配管及び配水池などで耐震性が無い施設もあり、耐震化も必要である。

池田町においても、人口の減少、施設の老朽化および耐震化が課題となっている。また、安全・快適な水の供給や災害時にも安定的な給水を行う「施設水準の向上等
に向けた取組」が求められている。今後の事業経営は一段と厳しいものになる。このような状況の中で、将来にわたって安全な水を安定して供給し続けるため、水道ビ
ジョンで掲げる『自然の恵み“水”をいつまでもおいしく』を基本理念とする。
　施設が老朽化していく中、漏水による有効率向上のために、今後10年間は管路の更新を重点的に実施する。
　
◇計画期間内（平成39年度まで）の主な事業
①経営基盤の強化・・・・・・町内に５簡易水道を町内１簡易水道へ統合。
②管路の更新・・・・・・・・漏水の多い地区の老朽管、経年管を耐震性を有する管に更新。
③監視体制の強化・・・・・・陳腐化した遠方監視設備の更新を図り、施設状況や異常時警報を常に監視し、異常時の対応を迅速に行う。

産業振興課 課長１名

（水道技術管理者）
同 参事 １名 同 主幹 １名 同 技師 １名

2,486 2,525 2,502 2,504 2,532 2,528 2,501 2,497 2,470 2,465 2,470給水人口(人）

H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38H28 H29 H30 H31

284,700 295,285 296,015 299,665 306,235 308,790 308,425 310,980 309,885 312,075 314,630

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量(m3/年）

37,000 37,932 37,527 37,947 38,601 38,878 38,846 39,123 38,994 39,241 39,518

H28 H29 H30 H31 H38

料金収入(千円/年）

H32 H33 H34 H35 H36 H37



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標 中長期的な計画にもとづき、緊急性の高い事業から順次実施し、更新需要の平準化を図る。

目 標
健全かつ安定的な事業運営を行うために、水需要予測や施設更新・再構築事業を踏まえた基本計画の見直し
を適宜おこない、経費削減や財源確保に努め、事業経営の安定化を図る。

②　収支計画のうち財源についての説明

計画期間内に、漏水事故が多く緊急性の高い老朽管の更新・耐震化と陳腐化した遠方監視システムの更新を行う計画である。
管路更新工事を81,000千円～199,500千円／年予定している。
また、第2期(H39以降)には、既存の施設・設備の統廃合、ダウンサイジングなどを検討し、適切な施設規模での施設の更新を図る予定である。

現在、水道事業を行っていく上での主な財源は、前述のとおり料金収入と一般会計繰入金である。現在は、主だった事業を行っていないため、補助金、起債の借り入れ
はない状況である。

　管路更新事業の財源は、主に国庫補助金を１／３、過疎債１／３、水道債１／３、を予定しており、不足分は一般会計からの繰入金で補う計画である。
◇補助金
　平成３１年度より、厚労省　生活基盤施設耐震化交付金（生活基盤近代化事業　基幹改良）の採択に向け計画を進めている。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

大本地区飲料水供給事業が足羽ダム計画により、平成３１年度から廃止される予定である。
このため、大本施設の管理費が削減される。
また、管路更新により有効率が向上し施設の電気料の削減が期待できる。
本来であれば、薬品費の削減も期待できるが、施設管理委託の中に薬品費も含まれているため、試算ができない。今後、大本施設の減少、有効率に伴う薬品費の減少
等について、委託内容及び委託費の交渉をしていく。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

管路更新事業を進めることで、漏水事故等が少なくなると考えられる。

今後、更新事業を控え、適切な人員体制の構築、技術継承の観点を踏まえ検討する。

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

本計画期間内は、緊急性の高い老朽管の更新を行うが、第2期（H39）からは老朽化した施設の更新事業を行う予定である。
第２期では、基本計画の見直しをおこない、施設の統廃合やダウンサイジングの検討を行う予定である。

本計画期間内は、緊急性の高い老朽管の更新を行うが、第2期（H39）からは老朽化した施設の更新事業を行う予定である。
第２期では、基本計画の見直しをおこない、施設・設備の合理化を検討する予定である。

そ の 他 の 取 組 －

将来的に人口減少が見込まれることから、更新事業投資財源を確保できるように努める。

動 力 費

職 員 給 与 費

施 設 ・設 備 の 廃 止 ・統 合
（ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

現在、遊休施設などなく、収入増加が見込める施設は、考えられない。

そ の 他 の 取 組 －

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

今後も継続して民間委託により、経費削減およびサービスの向上を図れないか検討中

管路更新事業を進めることで漏水が少なくなり、有効率が向上すると考えられる。また、施設の稼働時間が短くなることで、電気料
金、薬品費が減少すると考えられる。

第２期事業を平成39年度から開始予定のため、第２期事業を開始するときには、事後検証および経営戦略の見直しをし
ていく。

施設・設備の長寿命化等の
投 資 の 平 準 化

既設配水池は37年程度経過しており耐用年数まで達していない。
このため、本計画期間内は、老朽管の更新に重点を置き、その後、施設の更新を行うことで、投資の平準化を図る計画である。

広 域 化 隣接する市町の状況を踏まえ、広域化の可能性や連携強化について検討していく。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 －

既往の元利償還金が減少傾向にあるが、新規事業での起債をできるだけ削減できるよう検討する。

現在、一般会計繰入金の割合が50％程度であるが、今後、更新事業より、増加傾向にある。また、更新事業での償還金も今後増
加するので、施設管理費など縮減できるか検討する。

施設管理、水質検査は、民間に委託しており、今後も継続しておこなう予定である。
施設数の減少が見込まれるので、現状に合わせた委託費を検討する必要がある。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

繰 入 金
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